
５水漁第 1349 号 

 令和６年２月 20 日 

各都道府県水産主務部長及び関係機関の長（別記参照） 殿 

 水 産 庁 長 官 

漁業経営維持安定資金の貸付利率及び利子補給率について 

このことについて、別添写しのとおり関係団体の長宛に通知したので、御了知願いたい。 
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５水漁第 1349 号 

 令和６年２月 20 日 

全国漁業協同組合連合会代表理事会長 殿 

水 産 庁 長 官

漁業経営維持安定資金の貸付利率及び利子補給率について 

 このことについて、「水産関係民間団体事業補助金交付等要綱の運用について」（平成

22 年３月 26 日付け 21 水港第 2597 号水産庁長官通知）第３の２－１－（３）の（２）の

ウの（ウ）及び第３の２－１－（３）の（３）のイに基づく漁業経営維持安定資金の貸付

利率及び利子補給率については、別表のとおりとしたため、事業の適正な実施を図られた

い。 



（別表） 

〇 水産関係民間団体事業補助金交付等要綱の運用について（平成 22年３月 26日付け

21水港第 2597 号水産庁長官通知）第３の２－１－（３）の（２）のウの（ウ）に基づ

く貸付利率 

区分 貸付利率 

令和６年１月18日以降令和６年２月19日以前に貸し付け

られた資金 

年１．４５％以内 

区分 貸付利率 

令和６年２月20日以降に貸し付けられた資金 年１．５５％以内 

〇 水産関係民間団体事業補助金交付等要綱の運用について（平成 22年３月 26日付け

21 水港第 2597 号水産庁長官通知）第３の２－１－（３）の（３）のイに基づく利子補

給率 

区分  利子補給率 

平成 31年４月１日以降の利子補給承認に係る融資分 年 ０．８０ ％ 



５水漁第 1349 号 

 令和６年２月 20 日 

一般社団法人日本トロール底魚協会会長 殿 

水 産 庁 長 官 

漁業経営維持安定資金の貸付利率及び利子補給率について 

 このことについて、「水産関係民間団体事業補助金交付等要綱の運用について」（平成

22 年３月 26 日付け 21 水港第 2597 号水産庁長官通知）第３の２－１－（３）の（２）の

ウの（ウ）及び第３の２－１－（３）の（３）のイに基づく漁業経営維持安定資金の貸付

利率及び利子補給率については、別表のとおりとしたため、事業の適正な実施を図られた

い。 



（別表） 

〇 水産関係民間団体事業補助金交付等要綱の運用について（平成 22年３月 26日付け

21水港第 2597 号水産庁長官通知）第３の２－１－（３）の（２）のウの（ウ）に基づ

く貸付利率 

区分 貸付利率 

令和６年１月18日以降令和６年２月19日以前に貸し付け

られた資金 

年１．４５％以内 

区分 貸付利率 

令和６年２月20日以降に貸し付けられた資金 年１．５５％以内 

〇 水産関係民間団体事業補助金交付等要綱の運用について（平成 22年３月 26日付け

21 水港第 2597 号水産庁長官通知）第３の２－１－（３）の（３）のイに基づく利子補

給率 

区分  利子補給率 

平成 31年４月１日以降の利子補給承認に係る融資分 年 ０．８０ ％ 



５水漁第 1349 号 

 令和６年２月 20 日 

日本かつお・まぐろ漁業協同組合代表理事組合長 殿 

水 産 庁 長 官 

漁業経営維持安定資金の貸付利率及び利子補給率について 

 このことについて、「水産関係民間団体事業補助金交付等要綱の運用について」（平成

22 年３月 26 日付け 21 水港第 2597 号水産庁長官通知）第３の２－１－（３）の（２）の

ウの（ウ）及び第３の２－１－（３）の（３）のイに基づく漁業経営維持安定資金の貸付

利率及び利子補給率については、別表のとおりとしたため、事業の適正な実施を図られた

い。 



                     

（別表） 

〇 水産関係民間団体事業補助金交付等要綱の運用について（平成 22年３月 26日付け

21水港第 2597 号水産庁長官通知）第３の２－１－（３）の（２）のウの（ウ）に基づ

く貸付利率 

 

区分 貸付利率 

令和６年１月18日以降令和６年２月19日以前に貸し付け

られた資金 

年１．４５％以内 

 

区分 貸付利率 

令和６年２月20日以降に貸し付けられた資金 年１．５５％以内 

 

〇 水産関係民間団体事業補助金交付等要綱の運用について（平成 22年３月 26日付け

21 水港第 2597 号水産庁長官通知）第３の２－１－（３）の（３）のイに基づく利子補

給率 

 

区分  利子補給率 

平成 31年４月１日以降の利子補給承認に係る融資分 年 ０．８０ ％ 

 

  




